
    地域 

項目 
洲 本 市 （開発事業指導条例） 

適用範囲  市の行政区域内における開発区域面積が０.３ha 以上の開発行為（継続事業を含む。)に適用する。 

協議・協定 １.事業者は、開発事業に関する協議をする場合には、別に定める様式により、あらかじめ市長に申し出て、この条例に規定 

する事項について、市長及び洲本市教育委員会（以下「教育委員会」という。）並びに関係機関と協議し、市長の承認を得 

なければならない。 

２.開発事業を変更し、又は廃止しようとするときは、事前に市と協議しなければならない。この場合において、協力費等に変 

更が生じたときは、別途協議する。 

３.事業者は、開発事業着手前に、この条例に基づき、市と協定を締結し、協定書の各条項の詳細を明確にするため、別途覚書 

を交換するものとする。 

４.計画人口１,０００人以上の開発事業を予定する事業者は、公共施設計画について市と協議するものとする。 

公共・公益施

設の負担 

(協力費等の範囲) 

１.事業者は、開発区域内の公共施設を整備し、表に定める基準に基づく額（以下「協力費」という。）を市に納入しなければ 

ならない。 

種 別 基 準 

開発事業 宅地開発事業における協力金 １宅地につき   ６２,７００円 

商業施設等に係る開発事業における協力費 １㎡につき        ７５円 

開発区域面積が１０ha 以上の開発事業における協力費(上記を除く。) １㎡につき         ５円 

土石搬出に対する協力費(市の行政区域外に搬出する場合に限る。) １㎥につき        １０円 

２.事業者は、開発区域外の関連公共事業その他開発に起因する事業についても、受益の程度に応じて費用を負担しなければな 

らない。 

３.市の管理又は所有に属した公共施設等の維持管理に要する経費は、市と事業者が協議し、その負担及び期間を定めるものと 

する。 

４.協力費の納入時期は、原則として開発工事着手前とする。 

 

(公益用地の提供) 

１.宅地開発事業者は、行政上必要な公益用地として、開発区域内の宅地面積の２％以上の土地を市の指定する位置に確保し、 

市に無償で譲渡しなければならない。 

２.前項に規定する公益用地の提供は、市が特に認めた場合、相当の協力費の納入をもって、これに代えることができる。 

３.提供された公益用地は、市において処分することができる。 

 

公 

共 

・

公

益

施

設 

道 路 １.事業者は、開発区域内の幹線道路、補助幹線道路及び一般区画街路を自己の負担により施工しなければならない。 

２.開発区域内に都市計画街路等の新設及び改良計画が決定されている場合は、事業者の負担により施工しなければならないも 

のとし、連絡道路については、将来の交通量を勘案して施工しなければならない。ただし、事業者において施工することが 

不適当と認めたものについては、市は、受益の程度に応じた協力費の納入をもって、これに代えさせることができる。 

公 園 １.事業者は、都市計画法その他関係法令の技術的指導基準に基づき、公園、緑地、広場等を、平坦地に設置するものとする。 

２.公園内の植栽、外柵、遊具施設等は、市と協議のうえ、事業者の負担により設けなければならない。    

上水道 １.事業者が開発を計画する場合、当該開発区域の給水計画について、淡路広域水道企業団と事前に協議しなければならない。 

下水道及び

排水 

１.開発区域内の排水施設は、事前に市と協議のうえ、開発区域内外の排水可能な地点まで事業者の負担において施工し、排水 

するものとする。 

２.排水の排除方式は、分流式とする。 

３.雨水排水施設については、次のとおりとする。 

（１）道路排水施設は、コンクリート製街渠とする。 

（２）敷地内等の雨水排水施設は、コンクリート製の三面張型又は街渠とする。 

（３）埋設排水管渠は、ビニール製とする。 

４.汚水排水は、開発区域内の道路に埋設した排水管渠に集水して、開発区域内外の排水可能な地点まで埋設して排水する。た 

だし、排水口等には、適切な設備を設けて排水するものとする。 

５.汚水排水施設の技術基準は、市下水道の基準を準用する。 

６.開発区域が急傾斜地の場合は、降雨時における流量及び流速の緩和を図るために、調整池又はこれに類似するものを設けな 

ければならない。 

消防施設 事業者は、０.３ha以上の開発行為を行う場合は、淡路広域消防事務組合が定める開発行為等に伴う消防水利等の指導基準に

基づき、必要な水利施設等について関係機関と協議しなければならない。 

廃棄物処理 １.開発区域内のごみ集積施設は、事前に市と協議のうえ、開発区域内の適切な場所に事業者の負担において施設の設置をする 

ものとする。 

２.予定建築物が、戸建住宅等の場合は、市の分別収集に適合した集積施設とし、設置場所及び規模等については、市と協議す 

るものとする。 

３.予定建築物が、事務所、店舗等並びに第１種及び第２種特定工作物の場合は、業務を営む事業者は市と協議し、適切に処理 

するものとする。 

文化財の保護 １.事業者は、事前に教育委員会と埋蔵文化財等について協議し、その指示に従わなければならない。 

２.施工中において埋蔵文化財等を発見したときは、現状を変更することなく、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従 

わなければならない。 



    地域 

項目 
洲 本 市 （開発事業指導条例） 

その他の措置 (ため池、用水路、里道等) 

 開発区域内に、ため池、用水路、里道等が所在する場合は、事前に関係機関及び関係水利権者の同意を得て市と協議しなけ

ればならない。 

 

(交通安全対策等) 

 事業者は、開発区域の道路交通については、道路標識、道路表示区画線、交通安全施設、防犯灯、駐車場等を、関係機関と

協議のうえ設置しなければならない。 

 

(駐車施設) 

 中高層住宅の建設を予定する事業者は、入居者の自動車保有率を想定し、駐車施設を整備するものとする。 

 

(瑕疵) 

１.事業者は、公共施設等を市に移管した日から１年間は、その瑕疵を補償しなければならない。ただし、市長は、特に必要と 

認めるときは、その期間について別に定めることができる。 

２.前項に定める期間後であっても、当該施設が市に移管された日から５年間は、事業者の故意又は重大な過失により生じた瑕 

疵又は損害は、これを補修し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 

(被害の補償) 

 事業者は、工事着手から関連する事業の完了後、原則として１０年間は、開発に起因するすべての被害について、その責め

を負わなければならない。 

 

(条例の履行) 

 この条例に従わずに行われた開発事業については、市は、事業者に対し、行政上必要な措置をとることができる。 

 

(協力費等の減免) 

 この条例に定める協力費等については、市長が特に必要と認める場合は、減免することができる。 

施行改正年月日 平成18年 2月11日条例制定 令和 3年 7月 2日改正                                             

 


